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目

次

は
し
が
き
ハ
一
六
巻
二
・
三
合
併
号
〉

デ
ュ
ギ
イ
の
人
と
業
績
(
本
号
〉

憲
法
理
論
の
一
般
的
特
質

六五回

行
政
権
お
よ
び
行
政
法
論

行
政
法
学
に
対
す
る
貢
献

あ
と
が
き

i
現
代
福
祉
国
家
へ
の
示
唆
と
教
訓



デ
ユ
ギ
イ
の
入
と
業
績

)
 
‘i
 

r

，.、、

デ
ュ
‘
ギ
イ
は
、

一
八
五
九
年
二
月
四
日
、
ジ
ロ

γ
ド
県
リ
プ
ル
ヌ

一
九
二
八
年
一
二
月
一
八
日
ボ
ル
ド
ー
に
お
い
て
、

六
九
才
で
死
ん
だ
。
一
八
七
九
年
ボ
ル
ド
ー
法
学
部
卒
、
法
学
士
と
な
り
、

一
八
八
二
年
六
月
ボ
ル
ド
ー
法
学
部
で
博
士
と
な
る
。
同
年
十
月
の
法
学
部

《

3
〕

教
授
資
格
競
走
試
験
で
資
格
を
と
り
、
翌
一
八
八
三
年
一
月
カ
ン
の
法
学
部

ア

グ

ν
グ

Z

の
資
格
教
授
と
な
り
、

Hhfro¢
同
ロ
巾
)

で
生
れ
、

一
八
八
六
年
一

O
月
に
は
ボ
ル

F
l
法
学
部
資
格
教

(b) 

一
八
九
二
年
四
月
同
法
学
部
の
憲
法
・
行
政
法
の
正
教
授
と
な

ア
セ
ス
ー
か
・
デ
ヰ

-
Y
ワ
イ
ヤ
ン

る
。
一
九

O
一
年
に
は
同
学
部
の
学
部
長
補
佐
と
な
り
、
一
九
一
九
年

同
学
部
学
部
長
と
な
っ
た
(
↑
日
河
川
明
↓
山
一
J
U
引
れ
引
い
-r
日)。

以
上
の
経
歴
を
み
た
だ
け
で
も
、
彼
が
二
七
才
の
青
年
教
授
以
来
死
に
至

授
に
転
じ
、

L'デ品ギイの行政法論と福祉国家

る
ま
で
の
四
二
年
間
、
ボ
ル
ド
ー
大
学
法
学
部
を
根
拠
地
に
す
え
、
そ
の
教

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
同
じ
時
代
に
、

も
、
終
生
地
方
大
学
の
法
学
部
に
留
っ
た
世
界
的
法
学
者
が
き
ら
星
の
ご
と

く
輝
い
て
い
た
こ
と
は
(
引
け
日
引
河
川
一
釘
M
げ
い
ヴ
れ
げ
刊
川
一
戸
山
町
)
、

文
化
的
に
も
パ
リ
集
中
(
中
央
集
権
〉
の
傾
向
の
強
い
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
の

壇
を
守
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

イ也

上
に
一
時
期
を
画
す
る
偉
観
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
彼
は

非
常
な
熱
心
を
も
っ
て
講
義
に
あ
た
り
、
そ
の
弛
ま
ざ
る
研
究
成
果
と
博
大

な
学
殖
と
斬
新
な
創
見
を
、
明
快
か
っ
大
胆
に
常
生
に
向
っ
て
論
証
し
、
そ

の
講
義
は
そ
の
ま
ま
、
彼
の
業
績
・
文
献
に
転
化
し
て
い
っ
た
と
い
わ
れ

る
、
そ
の
講
義
に
は
声
名
を
慕
う
諸
外
国
の
学
生
が
参
集
し
、
彼
の
書
古
河
に

は
多
く
の
新
進
気
鋭
の
学
徒
が
集
ま
り
新
思
想
の
淵
源
と
な
っ
た
と
い
わ
れ

(
4〉

て
い
る
。
同
じ
ボ
ル
ド
ー
大
学
に
社
会
学
者
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
が
い
た
こ
と
は

(
デ
ュ
ギ
!
と
の
日
常
的
接
触
に
つ
い
て
A

記
し
た
文
献
を
み
た
わ
け
で
は
な

い
が
て
社
会
科
学
と
し
て
の
テ
ュ
ギ
1
憲
法
学
建
設
に
特
別
な
影
響
が
あ
っ

〈

5
)

た
こ
と
は
否
み
え
な
い
。
な
お
ボ
ル
ド
ー
市
政
の
「
助
役
」
を
兼
務
し
て
い

た
こ
と
が
あ
り
、

一
九
一

O
年
以
降
は
市
の
「
養
育
院
」
の
理
事
ま
た
は
副
会

長
と
し
て
尽
力
し
た
こ
と
な
ど
は
、
彼
の
人
間
的
「
深
切
心
」
と
学
説
を
貫
ぬ

く
分
権
と
愛
の
精
神
の
一
端
を
現
わ
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
か
。

と
こ
ろ
で
彼
が
ボ
ル
ド
ー
に
閉
鎖
的
に
た
て
こ
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
該
博
な
探
究
対
象
が
常
に
狭
義
の
法
律
学

の
領
域
を
こ
え
世
界
の
社
会
学
・
法
学
に
及
ん
で
い
た
だ
け
で
な
く
、
(
制
限

山
川
町
一
一
一
日
制
一
明
主
)
し
ば
し
ば
パ
リ
に
出
て
講
演
し
た
ほ
か
、
南
北
ア
メ
リ
カ

(ニ
υ
口
げ
川
レ
見
、
)
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ペ
イ
ン
‘
ポ
ル
ト
ガ
ル
、

ル
l
マ
ニ
ャ
、
エ
ジ
プ
ト
等
に
講
義
・
講
演
に
お
も
む
き
、
と
く
に
カ
イ
ロ

北法16(4・85)478

で
は
エ
ジ
プ
ト
大
学
法
学
部
長
と
し
て
創
設
の
任
に
あ
た
り
こ
九
二
五
年
二



料

あ
る
い
は
法
理
論
国
際
雑
誌
を
ケ
ル
ゼ
ン
ら
と
と
も
に
創
刊
〈
一
九
二
五
年
)

し
た
等
々
の
国
際
的
活
躍
を
し
て
い
る
。

資

こ
こ
で
、
デ
ュ
ギ
イ
が
活
躍
し
た
時
代
が
二
つ
の
世
紀
に
ま
た
が
り
、
フ

ラ
ン
ス
の
経
済
的
・
社
会
的
諸
条
件
・
事
実
と
国
家
機
能
と
法
思
想
お
よ
び

社
会
科
学
方
法
論
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
根
本
的
か
つ
深
刻
な
変
遷
の
時

代
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
の
高
度
化
、
経

済
的
・
職
業
的
組
合
、
集
団
と
く
に
労
働
組
合
の
組
織
と
伸
長
、
資
本
主
義

と
の
対
決
を
迫
る
社
会
主
義
(
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
)
の
思
想
と
勢
力
の
勃
興
、

階
級
対
立
・
斗
争
の
激
化
、
い
わ
ゆ
る
夜
警
国
家
か
ら
福
祉
国
家
へ
の
国
家

-
行
政
機
能
の
拡
大
、
個
人
主
義
的
自
由
に
対
す
る
社
会
連
帯
主
義
の
治
頭

そ
し
て
法
学
界
に
お
け
る
註
釈
的
方
法
に
対
す
る
科
学
・
実
証

(
験
)
的
方
法
の
導
入
と
有
丸
山
川
、
さ
ら
に
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
未

曾
有
の
惨
禍
、
戦
後
国
際
連
盟
の
成
立
等
。
デ
ュ
ギ
イ
は
ま
さ
に
こ
の
大
転

と
進
展
、

換
の
時
代
の
児
で
あ
り
、

「
実
証
主
義
」
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら

社
会
的
・
権
力
的
・
法
的
事
実
を
観
察
し
、
法
理
論
・
公
法
学
を
社
会
科
学

た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
か
ら
こ
そ

一
八
・
九
世
紀
な
い
し
古
典
的
憲
法
理

論
す
な
わ
ち
、

一
方
-
ア
ー
バ
ン
ト
・
ゲ
ル
パ

l

・
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
等
ド
イ
ツ

流
の
意
志
主
義
的
国
家
論
に
対
し
、
他
方
フ
ラ
ン
ス
流
の
個
人
主
義
的
法
思

想
に
対
し
そ
の
破
壊
者
、
「
革
命
児
」
(
高
柳
賢
三
〉
た
ら
、
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

の
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
こ
の
時
代
の
社
会
的
・
法
的
・
思
想
的
・
方
法
的

北法16(4・86)479 

混
迷
が
、
彼
の
学
問
的
探
究
の
全
体
像
を
通
観
す
る
と
き
み
と
め
ざ
る
を
え

な
い
苦
悩
と
動
揺
と
憧
着
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
と
み
う
る
の
で
は
あ
る
ま

、、
4

0

3
v

カい
っ
た
い
デ
L

ギ
イ
程
、
相
矛
盾
す
る
評
価
・
致
誉
褒
反
を
蒙
っ
た
公
法

学
者
は
稀
で
あ
ろ
う
。
い
わ
く
、
一
方
で
「
実
証
主
義
」
「
卦
骨
型
転
」
な

(

7

)

 

い
し
「
実
証
的
社
会
法
説
」
(
杉
山
直
次
郎
)
あ
る
い
は
「
社
会
学
主
義
」

あ
る
い
は
「
哲
学
的
実
証
主
義
」

(
M
・
ワ
リ
イ
ヌ
〉
と
い
わ

〈

8
〉

れ
る
の
に
対
し
、
他
方
「
法
学
的
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
」

(
J
・
ボ
ン
ヌ
カ

1
5
、

〈

9
〉

「
形
而
上
学
」

(
W
-
Y
・
エ
リ
オ
ッ
ト
〉
と
評
さ
れ
、
「
自
然
法
」
論

(
F
・ジ

ェ
ュ
ィ
、

J
-
V
ヤ
ル
モ
4
~
、
「
新
自
然
法
論
者
」
(
中
井
郡
〉
、
「
新
理
想
主

唱
ヲ
リ
ス
ト

義
者
」
(
牧
野
英
一
〉
、
(
新
理
想
法
」
(
杉
山
直
次
郎
)
、
「
道
徳
家
」

(
R
・キヤ

ハ
H
・
エ
ロ

l
〉

と
い
わ
れ
る
。
ま
た
一
方
で
、
「
社
会
連
帯
主
義
」

《
凶
〉
オ
プ
グ
エ
タ
チ
グ
イ
ス
ム
・
サ
ン
V
ユ
ア
リ
ス
ト

「
急
進
的
社
会
優
越
主
義
」
(
杉
山
直
次
郎
〉
、
「
感
覚
的
客
観
主
義
」
〔
G
-

ギ
ュ
ル
ヴ
イ
お
)
、
「
階
級
協
調
的
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
」
(
中
丸
町
民
と
さ
れ
る

の
に
対
し
、
「
無
政
府
主
義
者
」

(
M
・オ
1
リ
一
犯
、
組
織
体
の
構
成
に
か

ア
ル
グ
・
ア
ン
デ
イ
グ
イ
ヂ
ユ
ア
リ
ス
ト

ん
す
る
「
極
端
な
個
人
主
義
」
的
理
解
が
指
摘
さ
れ

(
G
・
ギ
ュ
ル
ヴ
イ
チ
)
、

ア

ン

タ

ロ

ワ

イ

ヤ

y

は
て
は
「
信
仰
者
で
な
い
」
彼
が
「
現
代
的
聖
ト
l
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
」

ピ
タ
ン
、

M
・
ワ
ロ
イ
ヌ
)

(
レ
グ
ヲ
ア
ド
〉

に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
「
モ
ン
テ
ス
キ
L
l
」
五



ヲ
λ

キ
)

に
比
肩
さ
れ
る
o

ま
た
国
家
の
主
権
を
否
認
し
、
社
会
法
に
よ
る

国
家
の
制
約
を
論
じ
多
元
的
国
家
論
を
開
拓
し
つ
つ
も
、
結
局
は
「
事
実
上

現
存
国
家
と
法
律
の
全
能
の
肯
定
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
吻
合
の
途
を
ひ
ら
い

日
平
井
き
あ
る
い
は
「
社
会
を
の
み
こ
む
経
済
的
純
国
家
主
動
(
ギ

ユ
ル
ヴ
イ
チ
)
に
陥
っ
た
と
断
ぜ
ら
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
一
評
定
が
、
デ
-
ギ
イ
の
学
説
の
、
ど
の
時
期
の
ど

の
部
分
に
つ
き
ど
の
よ
う
な
音
採
・
ニ
品
ア
ン
ス
を
も
っ
て
述
べ
ら
れ
た
か

を
識
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
無
理
解
・
誤
解
な
い
し
誇
張
・
苛

酷
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を
見
分
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
彼
の
存
命
中
、

そ
の
「
革
命
的
学
説
」
旋
風
の
中
心
に
た
ち
、
む
し
ろ
「
四
面
楚
歌
」
の
な

)
 
'o 
(
 

か
に
あ
っ
て
、
な
お
「
彼
は
稀
な
る
雅
量
を
以
っ
て
こ
れ
ら
の
批
一
評
に
気
嫌

よ
く
応
援
し
、
冷
静
に
其
直
価
を
評
量
し
、
そ
れ
等
の
採
酌
に
す
合
で
な
か
っ

L.デュギイの行政法論と福祉国家

た
」
と
い
わ
れ
、

「
殊
に
彼
は
能
く
此
等
の
苛
烈
な
る
論
難
攻
撃
に
耐
え
、

却
て
反
撃
的
挑
戦
的
態
度
に
出
で
、
オ
l
リ
ュ

i
、
ジ
ェ
ニ

l
、
ケ
ル
ゼ
ン

等
の
客
観
法
へ
の
帰
向
を
す
ら
論
」
じ
た
こ
と
に
、
心
を
う
た
れ
ざ
る
を
え

な
い
。
な
お
、
ォ
l
リ
ウ
と
デ
ュ
ギ
イ
と
は
、
は
や
い
時
期
に
ボ
ル
ド
ー
で
知

り
合
っ
て
以
来
、
学
説
上
の
最
も
厳
し
い
栢
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
終
生
変
ら

ぬ
友
情
に
結
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。
丙
巨
匠
の
奥
床
し
い
人
柄
が
偲
ば
れ
る
。

な
る
ほ
ど
デ
ュ
ギ
l
の
学
説
は
、
た
し
か
に
数
多
く
の
相
矛
盾
す
る
要
素

を
内
包
す
る
。
し
か
し
デ
ユ
ギ
イ
の
法
と
国
家
に
か
ん
す
る
科
学
的
努
力
の

基
本
を
内
在
的
・
即
白
的
に
彼
の
意
図
に
そ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き

ベ山
F

'

ユ
エ
デ

そ
こ
に
「
一
貫
性
」
が
あ
り
、
「
何
人
も
無
視
す
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
重

オ

リ

ジ

ナ

P

ネ

ッ

ト

プ

レ

γ
l
ズ

プ

オ

hw
ト

マ

ン

コ

y
ス
ト
リ
ユ
イ
ツ
ト

要
性
と
意
義
を
も
っ
・
独
創
的
・
明
快
・
精
確
に
し
て
強
力
に
構
成
さ
れ
た

(m〉

(
ボ
ナ
l
ル
)
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
理
由
が
あ
る
と
思
う
。
そ

学
説
」

の
一
貫
し
た
基
本
的
態
度
は
、

ω実
一
証
主
義
・
科
学
的
方
法
論
の
追
求
、
換

言
す
れ
ば
憲
法
学
を
真
の
意
味
で
の
社
会
科
学
と
し
て
建
設
す
る
こ
と
、
川
w

法
に
よ
る
国
家

l
為
政
者
の
制
限
と
そ
の
法
的
制
限
の
原
理
的
・
技
術
的
構

成
、
刷
法
の
基
礎
的
お
よ
び
理
念
的
内
容
な
い
し
国
家
の
指
導
原
理
と
し
て

の
社
会
連
帯
概
念
の
徹
底
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
「
正
義
に
対
す
る
情
熱
」
を

起
動
力
と
し
て
、
行
き
つ
く
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
ま
で
追
求
し
た
生
涯
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
を
批
切
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
裂
の
実

証
主
義
の
科
学
性
の
検
証
、

ω為
政
者
の
法
的
制
約
の
理
論
ー
そ
の
善
き
意

図
ー
が
現
実
に
い
か
な
る
実
定
法
的
お
よ
び
社
会
学
的
効
果
を
も
っ
た
か
、

ω法
理
念
論
の
進
歩
性
と
保
守
性
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
検
討
の
焦
点
と
な

ろ
う
。
木
稿
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
、

「
は
し
が
き
」
で
述
べ
た
よ
う
に

現
代
的
福
祉
国
家
と
行
政
の
憲
法
・
行
政
法
論
の
視
座
か
ら
追
求
し
た
い
わ

け
だ
。

北法16(4・87)430 
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(
お
)
宮
沢
俊
義
教
授
〈
公
法
学
に
お
け
る
誇
傾
向
、
フ
テ

γ

ス
学
会

編
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
科
学
所
収
、
二
二

O
頁
〉
は
、
内
在
的
批
判

と
し
て
、
テ
ュ
ギ
l
自
身
が
そ
の
公
法
理
論
の
展
開
に
お
い
て
果
し

て
実
証
主
義
に
徹
底
し
て
い
る
か
。
超
越
的
批
判
と
し
て
、
彼
の
考

え
る
よ
う
な
寸
豪
も
仮
借
せ
ざ
る
実
証
主
義
な
る
も
の
が
果
し
て
是

認
せ
ら
れ
う
る
か
(
単
純
な
決
定
論
、
不
可
知
論
に
陥
ら
ぬ
か
)
、

の
検
討
を
示
唆
し
て
い
る
o

(2) 

さ
て
、
デ
ュ
ギ
イ
の
学
問
的
業
績
の
超
人
的
創
作
過
程
は
、
以
下
の

よ
う
に
四
つ
の
段
階
に
区
分
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
期
は
、
準
備
期
と
で
も
い
お
う
か
。
次
掲
の
よ
う
な
法
学
士
・
博
士
論

)
 
'o 
(
 

文
社
守
の
後
二
八
八
三
年
の
「
原
始
家
族
」
に
関
す
る
講
演
で
ス
ベ

γ
サ
l
流

(

1

)

 

の
考
え
を
は
じ
め
て
出
し
た
。
一
八
八
九
年
創
設
さ
れ
た
憲
法
講
座
担
当
者

L'テーュギイの行政法論と福祉国家

と
な
り
、
同
年
発
表
し
た
論
文
「
憲
法
学
と
社
会
学
」
は
、
彼
の
憲
法
学
お
よ
び

法
思
想
の
展
開
方
向
を
決
定
づ
け
た
重
要
論
文
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
憲
法

学
が
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
則
か
ら
の
演
線
的
方
法
に
よ
る
形
而
上
学
で
あ
る

」
と
を
拒
否
し
、
も
っ
ぱ
ら
経
験
的
観
察
方
法
に
よ
っ
て
国
家
を
め
ぐ
る
社

会
事
実
お
よ
び
そ
れ
ら
を
支
配
す
る
法
則
1

物
理
的
・
生
物
的
自
然
現
象
と

同
様
の
必
然
的
法
則
ー
を
発
見
し
将
来
を
予
見
す
る
真
の
「
社
会
科
学
」
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
そ
し
て
、

A
・
コ
ン
ト
や
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
や
ベ
ル
ナ

ー
ル
の
流
れ
に
そ
い
、
と
り
わ
け
ス
ベ
ン
サ
l
(民
主
再
門
戸

r
g
nめ
る
の
直
接

的
な
影
響
の
も
と
に
、
国
家
を
有
機
体
的
・
進
化
論
的
・
生
物
学
的
に
理
解

し
、
そ
れ
は
「
社
会
有
機
体
の
脳
・
脊
椎
神
経
中
枢
」
(
わ

2
5
5
2
2
H
n
A
T

み
σ
s
e
J
E年
含

て

O

品
E
5
u
m
g己
主
だ
と
論
じ
て
い
る
二
八
九
四
年
の

「
現
代
国
家
の
諸
機
能
」
で
は
、
国
家
を
意
思
主
体
と
し
て
心
理
的
に
理
解
す

る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
が
、
国
家
と
立
法
の
機
能
は
社
会
生
活
の
法
則
l
法

的
法
則
と
同
視
!
の
認
識
で
あ
り
、
せ
い
ぜ
い
社
会
生
活
の
阻
害
原
因
を
除

去
し
う
る
に
と
ど
ま
る
と
い
う
見
解
な
出
す
。
な
お
、
こ
の
論
文
で
一
国
家
を
統

治
者
(
開

2
2『
E
ロ
宮
)

と
被
治
者

に
分
化
す
る
議
論
が
で

て
お
り
、
国
家
機
能
拡
大
の
事
実
が
観
察
さ
れ
て
い
る
二
八
九
三
年
の
「
権

(
開
。
口
語
門
口
合
)

カ
分
立
と
一
七
八
九
年
の
国
民
議
会
」
は
、
立
法
過
程
の
厳
密
な
実
証
的
校
討

に
基
づ
き
権
力
分
立
原
理
が
実
際
上
実
行
不
可
能
な
政
治
制
度
で
あ
り
、
議

院
制
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
ず
る
。
憲
法
学
プ
ロ

l
パ

l
の
研
究
と

し
て
今
日
に
至
っ
て
も
な
お
引
用
価
値
を
失
な
っ
て
い
な
い
。
一
八
九
五
年

の
「
元
老
院
議
員
選
挙
」
に
お
い
て
は
、
サ
ン
ジ
カ
リ
ス
ム
の
勃
興
に
着
目

し
つ
つ
団
体
代
表
の
必
要
を
述
べ
る
。
一
八
九
九
年
の
「
+
リ
ポ
ロ
ス
、
民

主
制
と
比
例
代
表
制
批
評
」
中
に
お
い
て
は
、

一
八
九
四
年
論
文
の
国
家
の

ゴヒ法16(4・89)482 

意
思
主
体
観
を
形
而
上
学
的
と
し
て
修
正
し
、
国
家
を
社
会
自
体
に
厳
存
す
(
2
v
 

る
法
規
則
(
み

m
r
p
e
c
F
C
に
服
従
せ
し
め
る
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

(
3〉

こ
の
時
期
の
業
績
は
次
の
と
お
り
。
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第
二
期
は
、
体
系
成
立
期
と
い
お
う
か
。
一
九

O
一
年
の
「
国
家
、
客
観
法

と
実
定
法
」
お
よ
び
一
九

O
三
年
の
「
国
家
、
為
政
者
と
吏
員
」
の
劃
期
的
二

著
に
よ
り
、
デ
ュ
ギ
イ
の
学
説
の
体
系
的
基
本
が
確
立
さ
れ
た
。
彼
は
ス
ベ

ン
サ

l
の
社
会
有
機
体
論
を
根
本
に
お
い
て
決
定
的
に
捨
て
た
(
有
機
体
的

思
惟
は
終
生
残
る
が
)
。
彼
の
実
証
主
義
は
ま
ず
ま
ず
白
か
ら
を
徹
底
す
る

こ
と
を
要
求
、
も
は
や
社
会
を
生
物
と
の
単
純
な
ア
ナ
ロ
ジ
イ
で
論
ず
る
こ

と
を
許
さ
な
い
。
社
会
は
個
人
を
主
体
と
す
る
社
会
連
帯
の
意
識
の
総
和
で

あ
る
に
す
、
ぎ
ず
、
社
会
と
い
う
超
越
的
実
在
者
を
否
定
す
る
。

イ
ム
の
影
響
下
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
集
団
意
識
論
を
も
経
験
に
基
づ
か
ぬ

(
一
ア
品
ル
ケ

も
の
と
し
て
、
認
め
な
い
。
〉
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
意
識
的
な
事
実
で
あ
る

社
会
事
実
の
領
域
を
支
配
す
る
法
則
は
、
物
理
・
生
物
的
領
域
の
因
果
律
で

は
な
く
、
目
的
律
(
宮
山
内
回
目
『
戸
F
{
C
F
F
町一
E
口
広
)

で
あ
り
、
行
為
準
則

と
し
て
の
社
会
の
法
規
則
(
同

S
F
《r
e
o
-円
)
と
な
り
社
会
成
員
に
社
会
連

帝
の
実
現
を
強
制
す
る
。
そ
し
て
こ
の
社
会
の
法

2
3
F
)
を
客
観
法

(
L
円

D

ユ
c
Z巾
円
三
)
と
し
、
国
家
の
実
証
的
・
現
実
主
義
的
観
察
に
よ
り
、
そ
の

北法16(4・91)484

実
体
が
弱
者
で
あ
る
被
治
者
(
四
2
2
5
h
r
)
を
支
配
す
る
強
者
た
る
為
政
者

(同

2
2
5
ω
ロ

ε
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
論
断
し
、
為
政
者
お
よ
び
国
家
意

志
の
表
現
と
み
ら
れ
て
い
る
法
律
(
一
c
c
を
、
客
観
法
の
支
配
下
に
き
び
し



料

く
服
従
・
拘
束
せ
し
め
よ
う
と
し
た
(
そ
し
て
法
違
反
の
国
家
権
カ
行
為
に

対
す
る
抵
抗
権
を
認
め
る
〉
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
流
(
と
り
わ
け
ゲ
ル

資

パ
l
、
G
・
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
)
の
意
思
主
義
的
な
国
家
法
人
論
お
よ
び
国
家

主
権
説
を
形
而
上
学
的
妄
想
に
す
ぎ
ぬ
と
し
て
断
固
否
認
す
る
。
さ
ら
に
、
フ

ラ

γ
ス
の
革
命
以
来
の
伝
統
的
自
由
主
義
な
い
し
個
人
主
義
に
対
し
て
は

そ
れ
が
個
人
権
を
自
然
権
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
権
力
を
法
的
に
限
界

づ
け
た
こ
と
を
正
当
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
個
人
主
義
的
自
然
権
思
想
を
形
而

(
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上
学
的
と
し
て
否
認
し
主
観
的
権
利
の
否
認
|
、
ま
た
国
民
主
権
論
を
第

一
階
級
の
主
権
に
す
ぎ
な
い
と
論
破
す
る
。
社
会
に
お
け
る
所
有
者
階
級
と

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
対
立
す
る
事
実
を
認
め
る
が
、
階
級
斗
争
を
否
認
し
、

社
会
連
帯
を
上
位
に
お
い
て
階
級
の
自
戒
と
協
調
を
説
き
、
結
局
民
主
主
義

的
議
会
主
義
の
立
場
に
た
ち
、
法
律
を
法
に
一
致
せ
し
め
よ
う
と
努
力
す
る
。

な
お
比
例
代
表
法
に
よ
る
個
人
代
表
制
の
一
院
の
ほ
か
に
、
団
体
と
り
わ
け

分
権
化
さ
れ
た
コ
ミ
ュ

l

ン
を
中
心
と
す
る
第
二
院
を
構
成
す
べ
し
と
い
う

主
張
も
打
ち
出
さ
れ
る
。
な
お
組
合
団
体

(
g弓
o
g
z
c
E
)

の
生
長
と
く
に

サ
ン
リ
カ
リ
ズ
ム
の
展
開
に
注
目
、
将
来
の
職
能
代
表
制
の
根
幹
と
な
る
と

み
て
い
た
。
彼
の
基
本
的
方
法
・
概
念
・
体
系
お
よ
び
方
向
は
こ
こ
に
定
ま

り
、
そ
の
古
典
的
学
説
に
対
す
る
明
快
・
強
力
・
激
烈
な
根
本
的
批
判
は
、

「
学
説
的
旋
風
」
を
ま
き
起
す
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

」
の
時
期
の
業
績
は
次
の
通
り
。

(
ネ
は
単
行
本
を
示
す
〉
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ns-H
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ω巾
閃
己
巾
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1
1吋
同
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。
]
日
・
河
内
〈
・
門
日
ロ
仏
円
・
百
戸

Hrr・

5
0ア
同
省
-

h
肝

H
H
l
串

ω申
・

第
三
期
は
、
発
揚
期
と
い
っ
て
お
こ
う
。
国
家
論
で
礎
定
さ
れ
た
彼
の
学

(b) 

説
を
講
演
そ
の
他
に
よ
っ
て
普
及
し
つ
つ
、
自
己
を
明
確
化
し
ま
た
自
己
修

正
を
加
え
、
伝
統
学
説
の
批
判
を
尖
鋭
・
大
胆
に
展
開
す
る
、

「
デ
ュ
ギ
l

の
全
学
的
生
涯
に
お
け
る
最
も
華
や
か
な
時
代
」

(
中
井
淳
)
で
あ
る
。
パ

L ・デュギイの行政法論と福祉国家

リ
の
高
等
研
究
学
院

(同

8-m
《
町
田
}
百
三

g
合
邑
g)
で
行
な
わ
れ
た
講
演

に
基
づ
く
一
一
一
つ
の
「
変
遷
論
」
す
な
わ
ち
、

一
九

O
八
年
の
「
社
会
権
、
個

人
権
と
国
家
の
変
遷
」
、

一
九
一
二
年
の
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
以
降
の
私
法

の
全
般
的
変
遷
」
お
よ
び
一
九
一
一
一
一
年
の
「
公
法
の
変
遷
」
が
最
も
重
要
で

あ
る
。
こ
の
時
期
に
彼
の
法
思
想
が
心
理
的
傾
向
を
強
め
、
社
会
連
帯
の
観

念
が
当
為
的
・
理
想
的
要
素
を
濃
く
し
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
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が
、
最
重
点
は
、
主
観
的
権
利
の
観
念
を
明
確
化
し
、
そ
れ
を
国
家
に
つ
い
て

も
(
主
権
〉
、
個
人
に
つ
い
て
も
、
形
而
上
学
的
と
し
て
否
認
し
客
観
主
義

な
い
し
客
観
法
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
に
徹
し
よ
う
と
し
た
点
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
国
家
の
現
実
が
権
力
者
か
ら
非
権
力
化
し
て
き
た
変
遷
を
あ

と
づ
け
、
公
役
務
が
現
代
国
家
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
と
し
、
中
央
権
力
の

分
権
化
お
よ
び
国
家
の
賠
償
責
任
の
拡
大
の
傾
向
を
と
ら
え
た
。
そ
し
て
こ

の
新
た
な
国
家
を
構
成
し
支
え
る
二
つ
の
基
本
要
素
は
、
客
観
法
な
い
し
社

会
法
と
職
業
組
合
団
体
の
大
連
合
組
織
だ
と
す
る
。
こ
の
後
者
に
よ
り
、
デ

ユ
ギ
l
の
法
が
「
具
体
的
な
担
い
手
」
を
見
出
し
、
圧
制
に
対
す
る
抵
抗
権

も
実
効
性
を
え
、
法
の
支
配
の
確
立
の
可
能
性
を
え
た
と
い
わ
れ
て
い
ふ
吃

し
か
し
彼
が
重
視
し
、
新
国
家
の
担
い
手
と
し
た
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
段
、
革

命
的
(
無
産
階
級
に
よ
る
資
本
家
階
級
の
絶
滅
〉
斗
争
的
な
そ
れ
で
は
な
く
、

社
会
連
帯
に
基
づ
く
融
合
・
協
調
の
そ
れ
で
あ
り
、
両
階
級
聞
に
介
在
す
る

小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
役
割
を
評
価
し
た
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「
私
法
変
遷
論
」
で
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
的
所
有
そ
の
も
の
を
否
認
す

る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
主
観
的
権
利
性
を
否
定
し
つ
つ
「
郡
一
部
町
肱
臨
可

で
あ
り
社
会
連
帯
に
基
づ
く
義
務
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
な
お
デ
ュ
ギ

イ
独
自
の
法
律
行
為
論
も
こ
の
時
期
に
明
確
化
さ
れ
て
く
る
。

北法16(4・93)486

と
こ
ろ
で
、
一
九

O
一
|
一
一
一
年
の
国
家
論
の
体
系
お
よ
び
概
念
に
基
づ
い

て
公
法
論
を
展
開
し
た
の
が
、
一
九

O
七
年
の
「
憲
法
提
要
」
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
こ
の
初
版
は
、
当
時
通
常
行
な
わ
れ
て
い
た
伝
統
的
憲
法
教
科
書
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料

反
撃
を
展
開
し
た
時
期
で
あ
る
。

資

一
九
一
二
年
か
ら
一
九
二
五
年
に
か
け
出
版
さ
れ
た
全
五
巻
の
「
憲
法

詳
部
」
第
二
阪
は
、
デ
ュ
ギ
イ
の
生
涯
に
お
い
て
完
結
し
え
た
最
大
の
業
績

で
あ
る
。
第
一
阪
と
構
成
自
体
は
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
広
汎
深
刻
な
改
訂

-
増
補
を
加
え
「
殆
ん
ど
新
業
績
」

(
ボ
ナ

l

ル
)
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ

ぃ
。
彼
の
死
の
前
年
一
九
二
七
年
に
は
、
第
二
阪
の
細
部
の
周
到
な
補
正
篇

と
し
て
の
第
三
阪
の
第
一
巻
、
永
逝
の
年
第
二
巻
二
年
後
第
三
巻
が
出
版
さ

れ
た
が
、
遂
に
残
る
四
l
五
巻
は
永
久
に
完
成
不
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
一
一
一

阪
の
一

l
l三
巻
お
よ
び
二
阪
の
四

i
五
巻
が
デ
ュ
ギ
イ
の
最
終
的
到
達
点
、
を

精
細
に
刻
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
五
巻
を
基
本
と
し
、
一

九
二
六
年
「
一
般
公
法
講
義
」
お
よ
び
前
述
三
「
変
遷
論
」
お
よ
び
「
国
家

論
」
二
巻
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
学
説
の
基
本
的
特
徴
を
正
確

に
把
握
し
う
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

此
の
最
終
期
に
デ
品
ギ
イ
は
、
実
証
主
義
を
徹
底
し
よ
う
と
し
、
心
理
的

傾
向
を
強
め
る
こ
と
と
な
り
、
客
観
法
は
社
会
構
成
員
の
全
部
(
あ
る
い
は

サ
Y
チ
マ
ン
・

γ
・
γγ
ア

ピ

リ

テ

サ

Y
チ
マ

VJ-v-グ
ユ
ス
デ
ィ
ス

殆
ん
ど
全
部
)
の
意
識
(
社
会
性
の
感
情
と
正
義
の
感
情
)
の
産
物
で
あ

る
と
し
、
有
機
体
的
類
推
が
多
く
な
り
、
ま
た
理
想
的
色
彩
を
濃
化
し
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
客
観
法
が
法
律
に
優
越
し
、
法
違
反
の
国
家
行
為

に
対
す
る
抵
抗
権
が
あ
る
こ
と
、
為
政
者
が
被
治
者
の
召
使
い
で
あ
り
、
開
倒

家
が
公
役
務
化
し
か
っ
公
役
務
が
分
権
化
す
る
こ
と
等
を
強
調
す
る
が
、
法

ア
プ
ロ
キ
ジ
マ
チ
ー
タ
マ
ン

に
よ
る
国
家
の
制
限
・
拘
束
と
い
う
点
で
、
実
際
上
は
、
法
は
殆
ん
ど
法
律

な
い
し
実
定
法
と
一
致
す
る
と
さ
れ
、
法
律
な
い
し
現
存
国
家
権
力
を
殆
ん

ど
全
能
と
す
る
こ
と
に
帰
し
、
国
家
が
社
会
を
吸
収
し
、
客
観
法
が
無
力
化

さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
と
評
さ
れ
る
。

「
無
政
府
主
義
」
を
清
算
し
、
実
定

制
度
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
デ
ュ
ギ
イ
の
苦
悩
が
う
か
が
え
る
。
ま

職
業
組
合
の
役
割
の
評
価
も
後
退
し
、

革
命
的
労
働
運
動
に
対
す
る

反
溌
が
激
し
く
な
り
、
一
一
一
「
変
遷
論
」
時
代
の
「
左
派
」
は
、
プ
チ
・
ブ

たル
ジ
ョ
ア
ジ
i
の
保
守
性
を
表
面
化
し
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
吻
合
の
途
を
ひ
ら

円

B
〉

い
た
と
さ
え
評
さ
れ
る
。

」
れ
ら
の
諸
問
題
の
掘
下
げ
た
詳
細
な
検
討
は
次
項
以
下
の
内
容
そ
の
も

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
こ
の
時
期
の
文
献
の
み
を
掲
げ
る
に
と
ど
め

る。
】
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La concepciol1 solidarista de la societad. 1 br.， in-8， La Ha-

vane， 1924. 

* Traile.， 2c ecl.， l. IV， 1924， 937 p. 
Des r告glcmentsfaits en vertu dヘmecomp岳tenc巴 donneeau 

Gouvernement par le legisbteur. 1924， pp. 313-349 (Trait邑，

2e岳d.，t. IV， ~ 49). 

1925 

Le jugement de la constitutionnalit邑deslois. Conference faite 

a Bucarest 1巴 29mars 1925. Bullet. de 1a Soc. de 1岳gis1at.

comp. roumaine， t. 1， 1925， pp. 38-55. 

* Traite.， 2e ed.， t. V， 1925， 703 p. 

208 p. (Traduction espagno1e， Madrid， 1924 tcheqlle， Pra-

gue， 1924). 

La fonclion juricliclionnelle. 1922， pp. 165-189 et 347-37G 

(Trait邑， 2e岳cI.， t. II， ~~ 28， 30 et 31). 

1922. I. 241 (¥a nature r色g¥ernentairedes rnesures par ¥es com-

missions de r岳seauen temps de guerre et 1巴 controlejuri-

dictionne¥ de ¥eur legalite). Note dans le Rec. Sirey. 

La loi clu 27 juin 1904. La prime a I'abandon de I'enfant. 

Rev. 1'01. et par1.，1922， t. 113， pp. 82-86. 

1926 

* Lecons de droit public gen岳ral，faites a la Faculte de droit 
de l'Universite egyptienne en janvier， fevrier et mars 1926 

1 vo1.， in-16， Paris， 1926， 340 p. 
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Le motif impulsif et ¥e but d岳terminantdans ¥'acte juridiqu巴

de droit public. La jurisprudence du Conseil d'Etat francais. 

Rev. internat. de la theorie du droit. Brno， t. 1. 1926ー27，

pp. 227-239. 

キ Traite.，3e ed.， t. 1， 1927， XIX-763 p. 

Des reformes a appGrter色la¥oi quant主¥'exercice du droit 

d'association pour tous les citoyens. Rapport pr岳sent.毛 au

1923 

* Traite.， 2e岳d.，t. II， 1923， 719 p. 
キ Traite.，2e ed.， t. III， 1923， 800 p. 

* Le pragmatisme juridique. Conf岳rencefaite a l'Universit岳 de
Coimbre le 3 d品.cembre1923 (1 br.， in-8， Coimbra， 1924， 

25 p.) (Traductωn espagnole， Madrid， 1924). 

* Manue1.， 4e岳d.，1923， 605 p. 
Le prix de la journ邑巴 detravai1 dans 1es hopitaux. Congr色s
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br.， in-8， Bordeaux， 1923， 7 p. 

La question d巴 lacoexistence d巴 laresponsabilite de l'Etat et 

de 1a responsabilit岳desfonctionnaires. 1923， pp. 23--40 

(Trait岳， 2e ed.， t. HI， ~ 84). 
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印
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吋
】
「
色
丹
凡
ゅ
よ

ω恥
L
-
w
F
H
H
F
H
m
w
u
。

資

テ
ュ
ギ
イ
の
「
学
問
上
の
地
位
は
全
く
世
界
的
で
あ
る
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
o
」
「
法
律
の
殆
ん
ど
凡
ら
ゆ
る
根
本
問
題
に
就
い
て
は
立
場
の
如

(3) 

何
に
拘
わ
ら
ず
一
応
彼
の
所
説
、
彼
一
流
の
物
の
観
方
を
検
討
し
、
省
察
し

て
少
く
と
も
他
山
の
石
と
す
る
必
要
が
な
い
と
誰
が
言
ひ
得
ゃ
う
」
と
杉
山

北法16(4・98)491 

直
次
郎
教
授
は
結
論
す
る
。

R
-
ボ
ナ

l
ル
ぬ
い
っ
た
、
デ
ュ
ギ
イ
の
学
説

パ
b
w
テ
イ
・
フ
イ
ロ
ゾ
フ
イ
ク

の
原
理
的
部
分
(
技
術
的
部
分
よ
り
も
論
難
が
多
い
が
)
に
よ
っ
て
法
思
想

史
上
「
真
の
革
命
」
が
も
た
ら
せ
ら
れ
、

「
法
の
科
学
に
お
い
て
、

一
つ
は

彼
以
前
、
他
は
彼
以
後
と
い
う
こ
つ
の
大
き
な
時
期
が
区
分
さ
れ
る
日
が
く

る
で
あ
ろ
う
」
と
o

少
な
く
と
も
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
現
代
国
家
論
な
い
し

福
祉
行
政
法
論
に
か
ん
す
る
学
説
史
上
、
こ
の
評
言
は
必
ら
ず
し
も
誇
張
と

は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

杉
山
直
次
郎
教
授
は
ま
た
、
デ
ュ
ギ
イ
の
学
説
を
「
一
種
の
劇
薬
」
に
喰

え
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
分
量
を
過
こ
す
と
き
は
毒
薬
た
る
虞
な

し
と
し
な
い
が
、
適
量
を
誤
ら
ざ
れ
ば
治
病
の
特
効
著
し
い
も
の
が
あ
ろ

(

9

)

 

う
」
と
。

M
・
レ
グ
ラ
ア
ド
が
デ
L

ギ
イ
の
学
説
を
、
「
全
体
的
に

(
g
Z
R
)

承
認
も
で
き
な
い
が
、
全
体
的
に
否
定
し
去
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
述
べ

た
の
も
同
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
テ
ュ
ギ
イ
の
人
と
学
問
と
実
践
を
通
観
し
、
彼
の
生
涯
が
、

一
つ
の

主
体
的
立
場
(
正
義
へ
の
情
熱
)
と
学
問
的
方
法
(
実
証
主
義
)
お
よ
び
学

問
的
問
題
意
識
な
い
し
実
践
的
意
図
(
法
に
よ
る
国
家
の
制
限
)
に
よ
っ
て

貫
ぬ
か
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
い
。
し
か
し
そ
の
学
説
の
偉
大
な
統
一
性
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